
０．基本データ０．基本データ０．基本データ０．基本データ１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）平成 28 年度都道府県名 奈良県 市町村名 奈良市 自治体コード 292010

合計 17,09917,09917,09917,099    9,9659,9659,9659,965    ----    844844844844    ⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等）
出前講座600、出前講座に伴う郵送料50、出前講座配布用パンフレット200、出前講座用消耗品100、ポスターパンフレット等印刷製本費200、消費者啓発事業委託1,437⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） 出前消費生活講座等【交付金】 2,592 2,587 旅費788、研修受講料56⑧消費生活相談体制整備事業 相談員賃金、相談員社会保険料、児童手当拠出金【交付金】 12,778 6,600 相談員賃金4,140、相談員社会保険料1,442、児童手当拠出金14、臨時職員賃金994、雇用保険10⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 国民生活センターでの消費生活に関する研修13回【基金】 951 844 ⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 弁護士に高度で専門的な相談について助言・指導を行ってもらう。【交付金】④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） 778 778 対象経費28年度本予算 27年度補正予算 基金（交付金相当分） 消費生活相談助言委託料778①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 交付金等対象経費
市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務 （既存）（強化）
⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業） （既存）（強化）⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） （既存）（強化）
⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業） （既存）（強化）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等） （既存）（強化）
⑧消費生活相談体制整備事業 （既存） 週５日、相談員５名体制（強化） 平成２３年度４月～相談員勤務日数、勤務時間拡大、出前講座企画臨時職員１名⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） （既存） なし（強化） 出前講座、啓発グッズ配布、啓発事業委託
⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） （既存）（強化）⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） （既存） 国セン泊研修２回、関西地区研修（強化） 国セン泊研修１３回、国セン消費生活相談員研修受講料１３回、各種消費生活相談研修２回
④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会） （既存）（強化）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） （既存）（強化）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） （既存） なし（強化） 消費生活相談助言委託料③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） （既存）（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） （既存）（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）
４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）人 人時間／年人人 千円５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について

前年度差 -532               千円6,730              千円うち交付金等対象外経費 20年度差 -185               
10,809             

千円千円千円千円千円千円千円7,262              
10,282             6,915                 17,544               前年度の消費者行政予算平成20年度の消費者行政予算

千円

うち交付金等対象経費
うち交付金等対象外経費今年度の消費者行政予算うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当
6        6,600      

17,539               

対象人員数（勤務時間、日数等の拡大） 追加的総業務量（総時間）6        3,576  対象人員数（報酬引上げ）対象人員数計 追加的総費用

人年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日数 人日研修参加・受入要望 参加者数 人 実地研修受入人数実施形態 自治体参加型 法人募集型

うち交付金等対象の賃料、人件費等 6,667                 千円うち先駆的事業 千円
うち交付金等対象の賃料、人件費等 6,600                 千円うち先駆的事業 千円千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当



６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について
７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組
８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例④その他③就労環境の向上 ○ 研修参加のための旅費、受講料支援②研修参加支援

人
処遇改善の取組 具体的内容

5            
①報酬の向上
消費生活相談員の配置 5            うち委託等の相談員 前年度末 人 今年度末予定

前年度における雇止めの有無 無

人

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 今年度末予定 5            人人うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 5            人 今年度末予定相談員数 人 今年度末予定 人相談員総数相談員数相談員数相談員数



０．基本データ０．基本データ０．基本データ０．基本データ１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）
市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 交付金等対象経費①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 対象経費28年度本予算 27年度補正予算 基金（交付金相当分）
③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

報酬　1,200,000円　通勤旅費185,000円⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 増員した相談員を、県センター・国民生活センター主催の研修等に派遣【基金】 53 53 330 137 苦情処理・レベルアップ研修旅費、国民生活センター研修旅費　53,000円⑧消費生活相談体制整備事業 1名（平成22年度より基金で追加配備）の相談員を配置【交付金】 1,385 1,385 啓発用チラシ　137,000円⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） 成人式等のイベントや、研修会開催時に配布する啓発チラシの作成【交付金】⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業）⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） 1,7681,7681,7681,768    1,5221,5221,5221,522    ----    53535353    合計

平成 28 年度都道府県名 奈良県 市町村名 大和高田市 自治体コード 292028



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） （既存）（強化）②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） （既存）（強化）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） （既存）（強化）
増員した相談員1名を県消費生活センターや国民生活センター主催の研修に派遣

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会） （既存）（強化）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） （既存）（強化）
消費生活センター案内チラシや、消費者問題啓発チラシを作成

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） （既存）（強化）⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） （既存） 相談員1名を県消費生活センター、その他の研修に派遣（強化）⑧消費生活相談体制整備事業 （既存） 週3日相談員1名で相談窓口を開設（強化） 平成22年度、相談日を週4日にしてセンター化。平成23年度、相談員2名増。平成24年度、相談員2名体制。平成26年度、週5日体制へ⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） （既存） 広報誌に相談事例を掲載する（強化）⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業） （既存）（強化）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等） （既存）（強化）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業） （既存）（強化）⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） （既存）（強化）⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務 （既存）（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）
４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）人 人時間／年人人 千円５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,385                 千円うち先駆的事業 千円千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当
うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,386                 千円うち先駆的事業 千円

実施形態 自治体参加型 法人募集型
研修参加・受入要望 参加者数 人 実地研修受入人数 人年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日数 人日対象人員数（勤務時間、日数等の拡大） 追加的総業務量（総時間）1        715     対象人員数（報酬引上げ）対象人員数計 追加的総費用1        1,385      

3,333                 
千円

うち交付金等対象経費
うち交付金等対象外経費今年度の消費者行政予算うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当
1,583                 3,446                 前年度の消費者行政予算平成20年度の消費者行政予算

1,852              
1,594              
1,575              

千円千円千円千円千円千円千円
20年度差 175                 前年度差 -94                 千円1,758              千円うち交付金等対象外経費



６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について
７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組
８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

相談員総数相談員数相談員数相談員数 人今年度末予定相談員数 人 今年度末予定うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2            人 人人今年度末予定 2            

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

前年度における雇止めの有無 無

人
①報酬の向上
消費生活相談員の配置 2            うち委託等の相談員 前年度末 人 今年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容
2            

④その他③就労環境の向上 ○ 消費生活相談員の国セン研修等参加支援②研修参加支援



０．基本データ０．基本データ０．基本データ０．基本データ１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）
市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 交付金等対象経費①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 454 454 対象経費28年度本予算 27年度補正予算 基金（交付金相当分） 法律相談委託料③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 困難事例等の解決を図るのため、法的なことについて弁護士に助言を受けることにより、相談機能を強化する。【交付金】④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
相談員報酬⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員のレベルアップを図るのため国セン相模原研修他、相談員を研修会参加を支援する。【基金】 126 106 876 876 相談員旅費・研修会負担金⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の勤務日数の拡大。通勤手当の実費支給。人勧相当分報酬額の引き上げ。【交付金】 5,842 1,281 講師謝礼・印刷製本費・補助金⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） 市民向け啓発講座の開催。啓発用パンフレット等作成。電話勧誘による悪質商法や振り込め詐欺等を防ぐため通話録音機等の設置を促進するため補助金を交付する。【交付金】⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業）⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） 7,2987,2987,2987,298    2,6112,6112,6112,611    ----    106106106106    合計

平成 28 年度都道府県名 奈良県 市町村名 大和郡山市 自治体コード 292036



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） （既存）（強化）（既存）（強化）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） （既存）（強化）④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会） （既存）（強化）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） （既存）（強化）

相談員の勤務日数を週５日２人体制とし、毎日相談員2人体制、相談時間を9:00～16:00に延長。相談員通勤手当の実費支給。人勧による報酬額の引き上げ。なし
⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） （既存）（強化）⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） （既存）（強化）⑧消費生活相談体制整備事業 （既存）（強化）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） （既存）（強化）⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業） （既存）（強化）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等） （既存）（強化）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業） （既存）（強化）⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） （既存）（強化）⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務 （既存）（強化）

なし相談員のための弁護士(専門的）相談の実施（弁護士による月１回の面談と電話・FAXでの随時相談）

出前教室等で啓発用チラシ等を配布し、消費者教育･啓発活動の充実を図る。消費者被害防止対策機器設置(通話録音機等）を進めるため補助金を交付する。
国センの消費生活相談員研修へ１名参加国セン相模原研修所の消費生活相談員研修へ２名参加、他研修会に参加し相談員のレベルアップを図る。相談員の勤務日数週４日のため、週2日は１人体制。相談時間10:00～12:00、13:00～16:00



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）
４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）人 人時間／年人人５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,281                 千円うち先駆的事業 千円千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当
うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,128                 千円うち先駆的事業 千円

実施形態 自治体参加型 法人募集型
研修参加・受入要望 参加者数 人 実地研修受入人数 人年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日数 人日対象人員数（勤務時間、日数等の拡大） 追加的総業務量（総時間）2        624     対象人員数（報酬引上げ）2        対象人員数計 追加的総費用2        1,128      

7,651                 
千円

うち交付金等対象経費
うち交付金等対象外経費今年度の消費者行政予算うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当
4,800                 6,937                 前年度の消費者行政予算平成20年度の消費者行政予算

5,064              
1,873              
2,717              

千円千円千円千円千円千円千円
20年度差 134                 前年度差 -130               千円4,934              千円うち交付金等対象外経費



６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について
７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組
８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

相談員総数相談員数相談員数相談員数相談員数 人 今年度末予定 人うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2            人 今年度末予定 人人今年度末予定 2            

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

前年度における雇止めの有無 無

人
①報酬の向上
消費生活相談員の配置

○
2            うち委託等の相談員 前年度末 人 今年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容
2            

人勧相当分の報酬引き上げ④その他③就労環境の向上 ○ 国セン相模原研修所での研修会はじめ、消費生活相談員研修への参加支援②研修参加支援



０．基本データ０．基本データ０．基本データ０．基本データ１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）
市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 交付金等対象経費①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 対象経費28年度本予算 27年度補正予算 基金（交付金相当分）
③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員のレベルアップのための研修参加旅費・負担金【基金】 301 225 旅費及び研修参加負担金⑧消費生活相談体制整備事業⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業）⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） 301301301301    ----    ----    225225225225    合計

平成 28 年度都道府県名 奈良県 市町村名 天理市 自治体コード 290244



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） （既存）（強化）②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） （既存）（強化）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） （既存）（強化）
国民生活センターの研修に相談員全員が参加できるよう旅費及び参加負担金を支援する。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会） （既存）（強化）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） （既存）（強化）⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） （既存）（強化）⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） （既存） 毎年度、消費生活相談員１名が国民生活センターの研修に参加している。（強化）⑧消費生活相談体制整備事業 （既存）（強化）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） （既存）（強化）⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業） （既存）（強化）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等） （既存）（強化）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業） （既存）（強化）⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） （既存）（強化）⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務 （既存）（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）
４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）人 人時間／年人人 千円５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円うち先駆的事業 千円千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当
うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円うち先駆的事業 千円

実施形態 自治体参加型 法人募集型
研修参加・受入要望 参加者数 人 実地研修受入人数 人年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日数 人日対象人員数（勤務時間、日数等の拡大） 追加的総業務量（総時間）対象人員数（報酬引上げ）対象人員数計 追加的総費用

5,228                 
千円

うち交付金等対象経費
うち交付金等対象外経費今年度の消費者行政予算うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当
4,548                 5,955                 前年度の消費者行政予算平成20年度の消費者行政予算

5,050              
905                 
225                 

千円千円千円千円千円千円千円
20年度差 455                 前年度差 -47                 千円5,003              千円うち交付金等対象外経費



６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について
７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組
８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

相談員総数相談員数相談員数相談員数 人今年度末予定相談員数 4            人 今年度末予定 4            うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 人人今年度末予定 4            

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

前年度における雇止めの有無 無

人
①報酬の向上
消費生活相談員の配置うち委託等の相談員 前年度末 人 今年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容
4            

④その他③就労環境の向上 ○ 基金等を活用することにより、相談員全員と消費者行政担当職員が国民生活センターの研修に参加できるようにする。②研修参加支援



０．基本データ０．基本データ０．基本データ０．基本データ１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）
市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 交付金等対象経費①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活センター体制・機能強化事業 115 消費生活センター回線使用料、図書購入費260 260 対象経費28年度本予算 27年度補正予算 基金（交付金相当分） 弁護士との助言援助委託契約期間：H28.4.1～H29.3.31③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 相談員のための専門家（弁護士）との助言援助委託事業【交付金】④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
相談に伴う相談員の報酬･通勤費・研修参加に伴う報酬⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修参加支援事業（相談員)【基金】研修参加支援事業（担当職員）【交付金】 185 64 92 1,172 819 研修に伴う旅費、宿泊費、負担金、資料代金⑧消費生活相談体制整備事業 新規及び追加採用に伴う相談員報酬等【交付金】 5,322 3,273 ⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） 消費者教育、消費者被害未然防止・拡大防止のための啓発活動事業【交付金】⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業）⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） 7,0547,0547,0547,054    4,4164,4164,4164,416    ----    92929292    合計

平成 28 年度都道府県名 奈良県 市町村名 橿原市 自治体コード 292052



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） （既存）（強化）②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） （既存） なし（強化） 複雑化・高度化する相談に対応するため弁護士の専門知識を活用し、相談員の対応力を強化するための事業（弁護士による相談助言援助委託事業H28.4.1～H29.3.31）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） （既存）（強化）
相談員の資質向上のために国民生活センター等が実施する各種研修及び県内外で実施される研修及び制度説明会への参加支援（旅費・宿泊費・負担金・資料代金）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会） （既存）（強化）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） （既存）（強化）
講座等の開設に伴う講師料、会場借上料、啓発物品購入費、消費者スクール材料費、啓発チラシ等購入費、消費者問題啓発団体に対する啓発事業委託料（出前講座）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） （既存）（強化）⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） （既存） 県センターが実施する事例検討会参加に伴う旅費（強化）⑧消費生活相談体制整備事業 （既存） 消費生活相談開設（週2日）に伴う相談員の報酬及び通勤費（強化） 消費生活センター設置に伴う相談員の報酬及び通勤費の追加的費用（～H21年度：週2日、H22年度：週4日、H23年度～：週5日）、ホットライン開設、PIO-NET導入による作業量の増加、研修参加に伴う相談員の報酬⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） （既存） 手作り啓発ちらし等作成に伴う用紙購入費（強化）⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業） （既存）（強化）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等） （既存）（強化）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業） （既存）（強化）⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） （既存）（強化）⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務 （既存）（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）
４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）人 人時間／年人人 千円５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について

うち交付金等対象の賃料、人件費等 3,273                 千円うち先駆的事業 千円千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当
うち交付金等対象の賃料、人件費等 3,242                 千円うち先駆的事業 千円

実施形態 自治体参加型 法人募集型
研修参加・受入要望 参加者数 人 実地研修受入人数 人年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日数 人日対象人員数（勤務時間、日数等の拡大） 追加的総業務量（総時間）3        1,500  対象人員数（報酬引上げ）対象人員数計 追加的総費用3        3,273      

7,054                 
千円

うち交付金等対象経費
うち交付金等対象外経費今年度の消費者行政予算うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当
2,456                 7,245                 前年度の消費者行政予算平成20年度の消費者行政予算

2,776              
4,469              
4,508              

千円千円千円千円千円千円千円
20年度差 90                   前年度差 -230               千円2,546              千円うち交付金等対象外経費



６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について
７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組
８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

相談員総数相談員数相談員数相談員数 人今年度末予定相談員数 人 今年度末予定うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 5            人 人人今年度末予定 5            

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

前年度における雇止めの有無 無

人
①報酬の向上
消費生活相談員の配置 5            うち委託等の相談員 前年度末 人 今年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容
5            

○ 相談員と担当職員の連携、コミュニケーションを図り、就労環境について相談しやすい体制を強化○ 経験豊富な相談員による経験の浅い相談員への助言・指導④その他③就労環境の向上 ○ 活性化交付金を活用し、相談員の資質向上のための研修参加を積極的に支援②研修参加支援



０．基本データ０．基本データ０．基本データ０．基本データ１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）
市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 交付金等対象経費①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 対象経費28年度本予算 27年度補正予算 基金（交付金相当分）
③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

・窓口開設日拡充分報酬・時間延長に伴う報酬アップ分及び報酬単価アップ分・研修参加にかかる消費生活相談員報酬（2時間）
⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） ・研修会への参加[基金] 310 260 

697 424 
・旅費、研修テキスト代⑧消費生活相談体制整備事業 ・窓口開設日を火・木曜日から火・木・金曜日へ拡充（25年度から）[交付金]・相談窓口開設時間延長（21年度から）[交付金]・勤務日以外の苦情処理事例研参加時に報酬を支給（25年度から）[交付金]・勤務日以外の研修参加時に報酬を支給する対象を追加（消費生活相談員等レベルアップ研修）（平成27年度から）[交付金] 2,980 2,010 ・啓発物品作成費用・出前講座にかかる消費生活相談員報酬（2時間）・イベント実施にかかる費用⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） ・消費者啓発物品作成[交付金]・消費生活相談員による出前講座[交付金]・消費者教育イベントの実施（平成28年度から）[交付金]⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業）⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） 3,9873,9873,9873,987    2,4342,4342,4342,434    ----    260260260260    合計

平成 28 年度都道府県名 奈良県 市町村名 桜井市 自治体コード 290261



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） （既存）（強化）②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） （既存）（強化）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） （既存）（強化）
平成21年度より継続して、国民生活センターの開催する研修に参加できるよう旅費を支援。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会） （既存）（強化）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） （既存）（強化）
自立した消費者の育成及び消費者被害の未然防止のため、平成22年度より継続してパンフレット等を作成。（平成22年度から）市民の消費者意識啓発のため、消費生活相談員による出前講座を実施。（平成26年度から）市民が適切なリテラシーを身につけることができるよう消費者教育事業を行う。（平成28年度から）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） （既存）（強化）⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） （既存） 県内で県等が開催する研修に参加する旅費を支援。（強化）⑧消費生活相談体制整備事業 （既存） 窓口開設時間週2回（火・木曜日）13：00～16：00（20年度）（強化） 窓口開設時間週2回（火・木曜日）10：00～16：00（21年度）窓口開設時間週3回（火・木・金曜日）10：00～16：00（25年度）相談員が勤務日以外に、県が実施する苦情処理事例研究会に参加した際、研修参加時間（2時間分）の報酬を支払う。（25年度から）相談員が勤務日以外に、県が実施する消費生活相談員等レベルアップ研修に参加した際、研修参加時間（2時間分）の報酬を支払う。（27年度から）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） （既存） なし（強化）⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業） （既存）（強化）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等） （既存）（強化）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業） （既存）（強化）⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） （既存）（強化）⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務 （既存）（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）
４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）人 人時間／年人人 千円５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,010                 千円うち先駆的事業 千円千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当
うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,034                 千円うち先駆的事業 千円

実施形態 自治体参加型 法人募集型
研修参加・受入要望 参加者数 人 実地研修受入人数 人年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日数 人日対象人員数（勤務時間、日数等の拡大） 追加的総業務量（総時間）2        908     対象人員数（報酬引上げ）2        対象人員数計 追加的総費用2        2,010      

4,033                 
千円

うち交付金等対象経費
うち交付金等対象外経費今年度の消費者行政予算うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当
976                    4,060                 前年度の消費者行政予算平成20年度の消費者行政予算

1,460              
2,600              
2,694              

千円千円千円千円千円千円千円
20年度差 363                 前年度差 -121               千円1,339              千円うち交付金等対象外経費



６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について
７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組
８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

相談員総数相談員数相談員数相談員数 人今年度末予定相談員数 人 今年度末予定うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2            人 人人今年度末予定 2            

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

前年度における雇止めの有無 無

人
①報酬の向上
消費生活相談員の配置

○
2            うち委託等の相談員 前年度末 人 今年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容
2            

1時間当たりの報酬単価1,667円から2,000円に改定○ 専門図書を購入。○ 相談業務中及び通勤途上の事故対応のため、普通傷害保険に加入。平成23年度より、非常勤特別職として任用し、身分を確立させた。④その他③就労環境の向上 ○ 国民生活センター等の研修参加のための旅費を支援。県実施の研修参加持の報酬を支給。②研修参加支援



０．基本データ０．基本データ０．基本データ０．基本データ１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）
市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式都道府県名 奈良県 市町村名 五條市 自治体コード 292079 平成 28 年度事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 交付金等対象経費 対象経費28年度本予算 27年度補正予算 基金（交付金相当分）①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 125 18 103 ⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 研修会参加旅費及び負担金⑧消費生活相談体制整備事業 相談窓口の開設日数増加と報酬増額の継続【交付金】 960 600 報酬⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 県外研修や県内での新分野研修等への参加旅費【交付金】【基金】⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） 各戸配布の訪問販売お断りシール並びにネットトラブル啓発チラシの購入等【交付金】 401 401 啓発用物品の購入費⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等）⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） 1,4861,4861,4861,486    1,0191,0191,0191,019    ----    103103103103    ⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務 合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） （既存）（強化）②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） （既存）（強化）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） （既存）（強化）④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会） （既存）（強化）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） （既存）（強化）⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） （既存）（強化）⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） （既存） 県内開催の相談員向けの事例等の勉強会参加（強化） 相談内容の多様化に対応するための新分野対応研修など、国民生活センター主催または関連団体が開催する県外研修への参加⑧消費生活相談体制整備事業 （既存） 週１日の相談窓口開設に伴う相談員の報酬（強化） 相談窓口の週２日開設に伴う日数増加と報酬の新規増額及び既存分報酬増額の継続⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） （既存） 市の広報紙による相談窓口の告知や相談対応事例の掲載（強化） 各戸配布の訪問販売お断りシール並びにネットトラブル啓発チラシの配布等を行うことで、継続的な注意喚起啓発を行う。⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業） （既存）（強化）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等） （既存）（強化）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業） （既存）（強化）⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） （既存）（強化）⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務 （既存）（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）
４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）人 人時間／年人人 千円５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型研修参加・受入要望 参加者数 人 実地研修受入人数 人年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日数 人日対象人員数（勤務時間、日数等の拡大） 追加的総業務量（総時間）1        240     対象人員数（報酬引上げ）1        対象人員数計 追加的総費用2        600         平成20年度の消費者行政予算 398                    千円前年度の消費者行政予算 1,584                  千円うち交付金等対象経費 1,106               千円うち交付金等対象の賃料、人件費等 608                    千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円うち先駆的事業 千円うち交付金等対象外経費 478                 千円今年度の消費者行政予算 1,486                  千円うち交付金等対象経費 1,122               千円うち交付金等対象の賃料、人件費等 600                    千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円うち先駆的事業 千円うち交付金等対象外経費 364                 千円 20年度差 -34                 千円 前年度差 -114                千円



６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について
７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組
８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定 相談員総数 2            人うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 2            人うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人処遇改善の取組 具体的内容①報酬の向上 ○ 報酬単価増額の継続②研修参加支援 ○ 様々な事例に備えるべく県外研修への参加機会の増加
前年度における首長表明の有無 有前年度における雇止めの有無 無
③就労環境の向上④その他



０．基本データ０．基本データ０．基本データ０．基本データ１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）
市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 交付金等対象経費①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 対象経費28年度本予算 27年度補正予算 基金（交付金相当分）
③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

相談員報酬⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の国民生活センター等への研修参加支援【基金】 56  56 281 281 研修参加旅費⑧消費生活相談体制整備事業 追加整備１名の相談員報酬【交付金】 510 510 パンフレット購入費⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業） n⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） 高齢者向け啓発用パンフレット作成・啓発【交付金】⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業）⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） 847847847847    791791791791    ----    56565656    合計

平成 28 年度都道府県名 奈良県 市町村名 御所市 自治体コード 292087



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） （既存）（強化）②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） （既存）（強化）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） （既存）（強化）
相談員のレベルアップのため、国民生活センター等への研修参加を支援する。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会） （既存）（強化）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） （既存）（強化）
高齢者向け啓発パンフレットを配布・啓発

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） （既存）（強化）⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） （既存） なし（強化）⑧消費生活相談体制整備事業 （既存） 相談員1名で相談を実施。（強化） 広域連携実施に伴い平成２３年４月より相談員1名を増員し、多種多様な相談に対応するための相談体制を維持。⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） （既存） なし（強化）⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業） （既存）（強化）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等） （既存）（強化）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業） （既存）（強化）⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） （既存）（強化）⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務 （既存）（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）
４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）人 人時間／年人人 千円５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について

うち交付金等対象の賃料、人件費等 510                    千円うち先駆的事業 -                       千円-                       千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当
うち交付金等対象の賃料、人件費等 520                    千円うち先駆的事業 -                       千円

実施形態 自治体参加型 法人募集型
研修参加・受入要望 参加者数 人 実地研修受入人数 人年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日数 人日対象人員数（勤務時間、日数等の拡大） 追加的総業務量（総時間）1        306     対象人員数（報酬引上げ）-        対象人員数計 追加的総費用1        510         

1,615                 
千円

うち交付金等対象経費
うち交付金等対象外経費今年度の消費者行政予算うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当
514                    1,971                 前年度の消費者行政予算平成20年度の消費者行政予算

-                       1,035              
936                 
847                 

千円千円千円千円千円千円千円
20年度差 254                 前年度差 -267               千円768                 千円うち交付金等対象外経費



６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について
７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組
８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

相談員総数相談員数相談員数相談員数 人今年度末予定相談員数 -            人 今年度末予定 -            うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2            人 人-            人今年度末予定 2            

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

前年度における雇止めの有無 無

人-            
①報酬の向上
消費生活相談員の配置 2            うち委託等の相談員 前年度末 人 今年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容
2            

④その他③就労環境の向上 ○ 消費生活相談員の国民生活センター等研修参加支援②研修参加支援



０．基本データ０．基本データ０．基本データ０．基本データ１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）平成 28 年度都道府県名 奈良県 市町村名 生駒市 自治体コード 292095

合計 2,2192,2192,2192,219    1,9811,9811,9811,981    ----    238238238238    ⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等）
特殊詐欺防止装置購入に係る補助金額⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） 　迷惑電話（特殊詐欺）防止装置設置に係る補助事業に係る補助金額【交付金】 500 500 
相談員の研修参加旅費等⑧消費生活相談体制整備事業 　勤務時間延長に伴い、生じる相談員の社会保険料。【交付金】 1,481 1,481 相談員の社会保険料（雇用主負担分）⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 　相談員が消費者行政の多様な課題に対処し、相談業務のレベルアップを図るために、国民生活センターが実施する研修に参加する研修参加旅費等。【基金】 238 238 ⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
対象経費28年度本予算 27年度補正予算 基金（交付金相当分）①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 交付金等対象経費

市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務 （既存）（強化）
⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業） （既存）（強化）⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） （既存）（強化）
⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業） （既存）（強化）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等） （既存）（強化）
⑧消費生活相談体制整備事業 （既存） 　なし（強化） 　勤務時間（窓口開設時間）延長に伴い、加入する必要が生じる社会保険料の雇用主負担分。⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） （既存） 　なし（強化） 　振込め詐欺などの電話による特殊詐欺に対処するため、防止装置購入者に対して補助を行う。
⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） （既存）（強化）⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） （既存） 複雑・多様化する消費生活相談に対処すべく、相談員のレベルアップを図るため、国民生活センターが実施する研修会に参加する。（強化） 相談員の更なるレベルアップを図るため、平成２８年度以降においても国民生活センターが実施する研修会に参加する。
④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会） （既存）（強化）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） （既存）（強化）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） （既存）（強化）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） （既存）（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） （既存）（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）
４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）人 人時間／年人人 千円５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について

前年度差 -208               千円10,521             千円うち交付金等対象外経費 20年度差 -1,849             
2,219              

千円千円千円千円千円千円千円10,729             
1,938              12,370               12,667               前年度の消費者行政予算平成20年度の消費者行政予算

千円

うち交付金等対象経費
うち交付金等対象外経費今年度の消費者行政予算うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当
4        1,481      

12,740               

対象人員数（勤務時間、日数等の拡大） 追加的総業務量（総時間）4        384     対象人員数（報酬引上げ）対象人員数計 追加的総費用

人年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日数 人日研修参加・受入要望 参加者数 人 実地研修受入人数実施形態 自治体参加型 法人募集型

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,437                 千円うち先駆的事業 千円
うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,481                 千円うち先駆的事業 千円千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当



６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について
７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組
８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例○ 　勤務時間（窓口開設時間）延長に伴い、相談員を社会保険に加入することとし、保険料の２分の１を雇用主が負担することにより、相談員の処遇を改善する。④その他③就労環境の向上 ○ 複雑化する消費者問題への対処として、相談員の相談業務のレベルアップを図るため、国民生活センターへの研修参加を支援する。②研修参加支援

人
処遇改善の取組 具体的内容

4            
①報酬の向上
消費生活相談員の配置 4            うち委託等の相談員 前年度末 人 今年度末予定

前年度における雇止めの有無 無

人

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 今年度末予定 4            人人うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 4            人 今年度末予定相談員数 人 今年度末予定 人相談員総数相談員数相談員数相談員数



０．基本データ０．基本データ０．基本データ０．基本データ１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）
市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 交付金等対象経費 437 ①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活センター化に伴う設備購入費【基金・交付金】 527 45 PC（保守費除く）、デスク、椅子、ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ等の消費生活センター化の設備一式対象経費28年度本予算 27年度補正予算 基金（交付金相当分）
③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

相談員報償費1名分⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員レベルアップのための研修参加交通費【基金】 25 25 研修参加交通費⑧消費生活相談体制整備事業 相談員報償費（相談員1名×157回×8,000円）【交付金】 1,256 1,256 ⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業）⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） 1,8081,8081,8081,808    1,3011,3011,3011,301    ----    462462462462    合計

平成 28 年度都道府県名 奈良県 市町村名 香芝市 自治体コード 292109



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） （既存） 既存の市備品の机と椅子を用い、課内一部をラック等で仕切って、消費生活相談窓口を設置している。（強化） 消費生活センター化に伴い、相談スペース及び待合所の拡充を行う。また、PIO-NET導入につき、新規PCを購入する。②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） （既存）（強化）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） （既存）（強化）
毎月の事例研究会に加え、事例特化型の研修への参加を促す。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会） （既存）（強化）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） （既存）（強化）⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） （既存）（強化）⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） （既存） 県主催の事例研究会に定期的に参加している。（強化）⑧消費生活相談体制整備事業 （既存） 週１日相談員１名で相談窓口を開催。（強化） 週４日相談員２名で相談窓口を開催。⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） （既存）（強化）⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業） （既存）（強化）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等） （既存）（強化）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業） （既存）（強化）⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） （既存）（強化）⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務 （既存）（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）
４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）人 人時間／年人人 千円５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,256                 千円うち先駆的事業 千円千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当
うち交付金等対象の賃料、人件費等 832                    千円うち先駆的事業 千円

実施形態 自治体参加型 法人募集型
研修参加・受入要望 参加者数 人 実地研修受入人数 人年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日数 人日対象人員数（勤務時間、日数等の拡大） 追加的総業務量（総時間）1        628     対象人員数（報酬引上げ）対象人員数計 追加的総費用1        1,256      

2,497                 
千円

うち交付金等対象経費
うち交付金等対象外経費今年度の消費者行政予算うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当
479                    1,980                 前年度の消費者行政予算平成20年度の消費者行政予算
689                 

1,291              
1,763              

千円千円千円千円千円千円千円
20年度差 255                 前年度差 45                   千円734                 千円うち交付金等対象外経費



６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について
７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組
８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

相談員総数相談員数相談員数相談員数 人今年度末予定相談員数 3            人 今年度末予定 2            うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 人人今年度末予定 2            

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

前年度における雇止めの有無 無

人
①報酬の向上
消費生活相談員の配置うち委託等の相談員 前年度末 人 今年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容
3            

○ 任用形態を現在の委嘱から非常勤特別職へ変更し、身分の確立を行う。④その他③就労環境の向上②研修参加支援



０．基本データ０．基本データ０．基本データ０．基本データ１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）平成 28 年度都道府県名 奈良県 市町村名 葛城市 自治体コード 292117

合計 1,1921,1921,1921,192    968968968968    ----    25252525    ⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等）
【印刷製本費】⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） 悪質商法から身を守るための年間カレンダーを全戸配布【交付金】 640 640 【旅費・研修費】⑧消費生活相談体制整備事業 相談窓口開設日の拡大、相談員の報酬額の引き上げ【交付金】 520 328 【報償費】⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の国民生活センター等への研修参加支援【基金】 32 25 ⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
対象経費28年度本予算 27年度補正予算 基金（交付金相当分）①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 交付金等対象経費

市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務 （既存）（強化）
⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業） （既存）（強化）⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） （既存）（強化）
⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業） （既存） なし。（強化） 悪質商法から身を守る年間カレンダー作成し、配布。⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等） （既存）（強化）
⑧消費生活相談体制整備事業 （既存） 相談窓口開設日数月２回。（強化） 相談窓口開設日数を月２回から週１回に増やし、相談員への報償費を日額８，０００円から１０，０００円に引き上げる。⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） （既存）（強化）
⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） （既存）（強化）⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） （既存） 県主催の研修旅費の支援。（強化） 相談員のレベルアップのため、専門的研修、県外研修の旅費と研修負担金を支援。
④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会） （既存）（強化）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） （既存）（強化）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） （既存）（強化）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） （既存）（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） （既存）（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）
４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）人 人時間／年人人 千円５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について

前年度差 -73                 千円199                 千円うち交付金等対象外経費 20年度差 3                    
993                 

千円千円千円千円千円千円千円272                 
1,029              196                    1,301                 前年度の消費者行政予算平成20年度の消費者行政予算

千円

うち交付金等対象経費
うち交付金等対象外経費今年度の消費者行政予算うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当
1        328         

1,192                 

対象人員数（勤務時間、日数等の拡大） 追加的総業務量（総時間）1        140     対象人員数（報酬引上げ）1        対象人員数計 追加的総費用

人年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日数 人日研修参加・受入要望 参加者数 人 実地研修受入人数実施形態 自治体参加型 法人募集型

うち交付金等対象の賃料、人件費等 328                    千円うち先駆的事業 千円
うち交付金等対象の賃料、人件費等 328                    千円うち先駆的事業 千円千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当



６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について
７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組
８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例④その他③就労環境の向上 ○ 相談員のレベルアップのため、国民生活センター等の専門的研修、県外研修の旅費と研修負担金を支援②研修参加支援

人
処遇改善の取組 具体的内容

1            
①報酬の向上
消費生活相談員の配置 1            うち委託等の相談員 前年度末 人 今年度末予定

前年度における雇止めの有無 無

人

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 今年度末予定 1            人人うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定相談員数 人 今年度末予定 人相談員総数相談員数相談員数相談員数



０．基本データ０．基本データ０．基本データ０．基本データ１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）平成 28 年度都道府県名 奈良県 市町村名 宇陀市 自治体コード 292125

合計 153153153153    100100100100    ----    53535353    ⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等）
消費生活相談の啓発物品の作成⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） 相談窓口の啓発物品を作成し宇陀市及び曽爾村・御杖村の若年者へ配布【交付金】 100 100 消費生活相談員の研修参加費⑧消費生活相談体制整備事業⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員研修参加支援【基金】 53 53 ⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
対象経費28年度本予算 27年度補正予算 基金（交付金相当分）①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 交付金等対象経費

市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務 （既存）（強化）
⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業） （既存）（強化）⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） （既存）（強化）
⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業） （既存）（強化）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等） （既存）（強化）
⑧消費生活相談体制整備事業 （既存）（強化）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） （既存） 啓発物品を作成し宇陀市及び宇陀郡内（曽爾村・御杖村）に配布（強化） 啓発物品を作成し宇陀市及び宇陀郡内（曽爾村・御杖村）の若年者へ配布
⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） （既存）（強化）⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） （既存） 奈良県内で開催される消費生活研修会へ参加（強化） 奈良県内及び国民生活センターで開催される消費生活研修会へ参加
④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会） （既存）（強化）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） （既存）（強化）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） （既存）（強化）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） （既存）（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） （既存）（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）
４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）人 人時間／年人人 千円５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について

前年度差 -58                 千円423                 千円うち交付金等対象外経費 20年度差 208                 
153                 

千円千円千円千円千円千円千円481                 
95                   215                    576                    前年度の消費者行政予算平成20年度の消費者行政予算

千円

うち交付金等対象経費
うち交付金等対象外経費今年度の消費者行政予算うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 576                    

対象人員数（勤務時間、日数等の拡大） 追加的総業務量（総時間）対象人員数（報酬引上げ）対象人員数計 追加的総費用

人年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日数 人日研修参加・受入要望 参加者数 人 実地研修受入人数実施形態 自治体参加型 法人募集型

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円うち先駆的事業 千円
うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円うち先駆的事業 千円千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当



６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について
７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組
８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例○ 行政担当職員が相談業務に入り事務関係を担当し相談員の就労環境の向上につなげている。④その他③就労環境の向上 ○ 消費生活相談日と研修会日が重なる場合は事前に相談日等を調整している。②研修参加支援

人
処遇改善の取組 具体的内容

1            
①報酬の向上
消費生活相談員の配置 1            うち委託等の相談員 前年度末 人 今年度末予定

前年度における雇止めの有無 無

人

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 今年度末予定 1            人人うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定相談員数 人 今年度末予定 人相談員総数相談員数相談員数相談員数



０．基本データ０．基本データ０．基本データ０．基本データ１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 1,2001,2001,2001,200    1,1801,1801,1801,180    ----    20202020    ⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等）
パネル購入費出前講座講師謝礼講演会講師謝礼⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） 消費者生活啓発用パネルの作成（5枚）消費者啓発出前講座の開催（5回）消費者啓発講演会の開催（1回） 1,180 1,180 研修旅費⑧消費生活相談体制整備事業⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員研修参加費（国セン研修） 20 20 ⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 27年度補正予算 基金（交付金相当分）①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

293423 平成 28 年度事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 交付金等対象経費 対象経費28年度本予算
市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式都道府県名 奈良県 市町村名 平群町 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務 （既存）（強化）
⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業） （既存）（強化）⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） （既存）（強化）
⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業） （既存）（強化）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等） （既存）（強化）
⑧消費生活相談体制整備事業 （既存）（強化）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） （既存） なし（強化） 消費者啓発パネルの作成（５枚）、消費者啓発出前講座の開催（５回）、消費者啓発講演会の開催（1回）
⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） （既存）（強化）⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） （既存） なし（強化） 消費生活相談員研修参加費（国セン研修）
④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会） （既存）（強化）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） （既存）（強化）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） （既存）（強化）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） （既存）（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） （既存）（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）
４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）人 人時間／年人人 千円５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について

20年度差 -32                 千円 前年度差 10                   千円うち先駆的事業 千円うち交付金等対象外経費 470                 千円うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円今年度の消費者行政予算 1,670                 千円うち交付金等対象経費 1,200              千円うち先駆的事業 千円うち交付金等対象外経費 460                 千円うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円うち交付金等対象経費 648                 千円千円前年度の消費者行政予算 1,108                 千円
対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 502                    

対象人員数（勤務時間、日数等の拡大） 追加的総業務量（総時間）対象人員数（報酬引上げ）

人年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日数 人日研修参加・受入要望 参加者数 人 実地研修受入人数実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について
７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組
８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例前年度における首長表明の有無 有前年度における雇止めの有無 無
③就労環境の向上④その他

処遇改善の取組 具体的内容①報酬の向上②研修参加支援 ○ 消費生活相談員が研修を受けやすい環境の整備と情報提供を行い、消費生活相談員の研修参加率を増加させる。
人うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人人うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            相談員総数 1            人うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



０．基本データ０．基本データ０．基本データ０．基本データ１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）
市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 交付金等対象経費①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 相談窓口の機能充実【交付金】 20 20 書籍購入 対象経費28年度本予算 27年度補正予算 基金（交付金相当分）
③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修参加支援【基金】 90 25 100 100 研修参加費、旅費⑧消費生活相談体制整備事業 啓発物品作成⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） 消費者問題解決のための周知強化【交付金】⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業）⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） 210210210210    120120120120    ----    25252525    合計

平成 28 年度都道府県名 奈良県 市町村名 三郷町 自治体コード 293431



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） （既存） 多様な事例に対応するための書籍不足（強化） 書籍を購入する②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） （既存）（強化）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） （既存）（強化）
事例研究会以外の研修参加の旅費を支給し、相談員のレベルアップ研修会への参加を支援する

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会） （既存）（強化）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） （既存）（強化）
消費者問題解決に向けた啓発用物品を作成する

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） （既存）（強化）⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） （既存） 毎月の事例研究等に参加するための旅費支給（強化）⑧消費生活相談体制整備事業 （既存）（強化）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） （既存） なし（強化）⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業） （既存）（強化）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等） （既存）（強化）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業） （既存）（強化）⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） （既存）（強化）⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務 （既存）（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）
４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）人 人時間／年人人 千円５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円うち先駆的事業 千円千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当
うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円うち先駆的事業 千円

実施形態 自治体参加型 法人募集型
研修参加・受入要望 参加者数 人 実地研修受入人数 人年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日数 人日対象人員数（勤務時間、日数等の拡大） 追加的総業務量（総時間）対象人員数（報酬引上げ）対象人員数計 追加的総費用

689                    
千円

うち交付金等対象経費
うち交付金等対象外経費今年度の消費者行政予算うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当
398                    869                    前年度の消費者行政予算平成20年度の消費者行政予算
522                 
347                 
145                 

千円千円千円千円千円千円千円
20年度差 146                 前年度差 22                   千円544                 千円うち交付金等対象外経費



６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について
７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組
８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

相談員総数相談員数相談員数相談員数 人今年度末予定相談員数 1            人 今年度末予定 1            うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 人人今年度末予定 1            

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

前年度における雇止めの有無 無

人
①報酬の向上
消費生活相談員の配置うち委託等の相談員 前年度末 人 今年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容
1            

④その他③就労環境の向上 ○ 毎月の事例研究会、およびそれ以外の研修参加支援②研修参加支援



０．基本データ０．基本データ０．基本データ０．基本データ１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）
市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 交付金等対象経費①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費者への意識啓発【交付金】 48 48 啓発用封筒印刷費- 対象経費28年度本予算 27年度補正予算 基金（交付金相当分）
③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） - ②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

- ④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会） - ⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - ⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） - - ⑧消費生活相談体制整備事業 - ⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業） - ⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等） - ⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業） - - ⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務 - ⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） 48484848    48484848    ----    ----    合計

平成 28 年度都道府県名 奈良県 市町村名 斑鳩町 自治体コード 293440



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） （既存） なし（強化） 相談窓口の周知を行うために、窓口案内周知用封筒を作成し、消費者への意識啓発を行うため。②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） （既存）（強化）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） （既存）（強化）④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会） （既存）（強化）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） （既存）（強化）⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） （既存）（強化）⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） （既存）（強化）⑧消費生活相談体制整備事業 （既存）（強化）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） （既存）（強化）⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業） （既存）（強化）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等） （既存）（強化）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業） （既存）（強化）⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） （既存）（強化）⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務 （既存）（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）
４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）人 人時間／年人人 千円５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円うち先駆的事業 千円千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当
うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円うち先駆的事業 千円

実施形態 自治体参加型 法人募集型
研修参加・受入要望 参加者数 人 実地研修受入人数 人年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日数 人日対象人員数（勤務時間、日数等の拡大） 追加的総業務量（総時間）対象人員数（報酬引上げ）対象人員数計 追加的総費用

583                    
千円

うち交付金等対象経費
うち交付金等対象外経費今年度の消費者行政予算うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当
530                    891                    前年度の消費者行政予算平成20年度の消費者行政予算
524                 
367                 
48                   

千円千円千円千円千円千円千円
20年度差 5                    前年度差 11                   千円535                 千円うち交付金等対象外経費



６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について
７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組
８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

相談員総数相談員数相談員数相談員数 人今年度末予定相談員数 人 今年度末予定うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 人人今年度末予定 1            

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

前年度における雇止めの有無 無

人
①報酬の向上
消費生活相談員の配置 1            うち委託等の相談員 前年度末 人 今年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容
1            

④その他③就労環境の向上②研修参加支援



０．基本データ０．基本データ０．基本データ０．基本データ１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）平成 28 年度都道府県名 奈良県 市町村名 安堵町 自治体コード 293458

合計 689689689689    501501501501    ----    32323232    ⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等）
パンフレット印刷・振込手数料・施設使用料等⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） 啓発リーフレット等の配布【交付金】 168 168 消費生活相談員の研修旅費⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の配置【交付金】 460 304 消費生活相談員の賃金・通勤手当⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員のレベルアップ研修等への参加【基金】 32 32 ⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
対象経費28年度本予算 27年度補正予算 基金（交付金相当分）①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 相談窓口の整備【交付金】 29 29 Ｑ＆Ａ消費生活相談追録書籍等購入事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 交付金等対象経費

市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務 （既存）（強化）
⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業） （既存）（強化）⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） （既存）（強化）
⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業） （既存）（強化）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等） （既存）（強化）
⑧消費生活相談体制整備事業 （既存） なし（強化） Ｈ２２．４消費生活相談窓口開設。Ｈ２４．４消費生活相談員の時給増額。⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） （既存） なし（強化） 広報へのリーフレット折込。消費生活啓発講座の開催。新成人への啓発リーフレットの配布。
⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） （既存）（強化）⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） （既存） なし（強化） 奈良県主催等の研修旅費の負担
④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会） （既存）（強化）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） （既存）（強化）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） （既存）（強化）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） （既存）（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） （既存） なし（強化） Ｈ２２．４より開設している相談窓口の整備



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）
４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）人 人時間／年人人 千円５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について

前年度差 -                    千円156                 千円うち交付金等対象外経費 20年度差 156                 
533                 

千円千円千円千円千円千円千円156                 
533                 689                    前年度の消費者行政予算平成20年度の消費者行政予算

千円

うち交付金等対象経費
うち交付金等対象外経費今年度の消費者行政予算うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当
1        150         

689                    

対象人員数（勤務時間、日数等の拡大） 追加的総業務量（総時間）1        79      対象人員数（報酬引上げ）対象人員数計 追加的総費用

人年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日数 人日研修参加・受入要望 参加者数 人 実地研修受入人数実施形態 自治体参加型 法人募集型

うち交付金等対象の賃料、人件費等 304                    千円うち先駆的事業 千円
うち交付金等対象の賃料、人件費等 304                    千円うち先駆的事業 千円千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当



６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について
７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組
８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例④その他③就労環境の向上 ○ 奈良県等が主催する研修会への参加旅費の負担。②研修参加支援

人
処遇改善の取組 具体的内容

1            
①報酬の向上
消費生活相談員の配置 1            うち委託等の相談員 前年度末 人 今年度末予定

前年度における雇止めの有無 無

人-            

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 今年度末予定 1            -            人人うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定相談員数 -            人 今年度末予定 -            人相談員総数相談員数相談員数相談員数



０．基本データ０．基本データ０．基本データ０．基本データ１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）
市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 交付金等対象経費①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 相談窓口における環境整備【交付金】 10 1 広域連携窓口の周知のためのリーフレット作成経費対象経費28年度本予算 27年度補正予算 基金（交付金相当分）
③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

消費生活相談員の人件費⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員のレベルアップを図るための研修参加支援【基金】 9 4 110 88 相談員のレベルアップを図るための研修参加に係る交通費⑧消費生活相談体制整備事業 相談窓口開設による相談員の配置【交付金】 486 200 消費者トラブルに関する情報を周知するための啓発冊子作成経費⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） 啓発資料の作成【交付金】⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業）⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） 615615615615    289289289289    ----    4444    合計

平成 28 年度都道府県名 奈良県 市町村名 川西町 自治体コード 293610



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） （既存） なし（強化） 広域連携窓口の周知。②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） （既存）（強化）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） （既存）（強化）
相談員の専門的知識のレベルアップを図るため、旅費、研修参加費を支援する。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会） （既存）（強化）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） （既存）（強化）
相談窓口の周知や、消費者問題を周知することにより消費者被害の未然防止を図るため啓発資料や啓発物品を作成する。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） （既存）（強化）⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） （既存） なし（強化）⑧消費生活相談体制整備事業 （既存） なし（強化） 複雑化する相談内容に対応するため、相談員としての専門的知識・経験が豊富な相談員を引き続き1名配置する。三宅町との広域窓口連携を行う。⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） （既存） なし（強化）⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業） （既存）（強化）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等） （既存）（強化）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業） （既存）（強化）⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） （既存）（強化）⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務 （既存）（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）
４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）人 人時間／年人人 千円５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について

うち交付金等対象の賃料、人件費等 200                    千円うち先駆的事業 -                       千円-                       千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当
うち交付金等対象の賃料、人件費等 243                    千円うち先駆的事業 -                       千円

実施形態 自治体参加型 法人募集型
研修参加・受入要望 参加者数 人 実地研修受入人数 人年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日数 人日対象人員数（勤務時間、日数等の拡大） 追加的総業務量（総時間）1        336     対象人員数（報酬引上げ）対象人員数計 追加的総費用1        200         

626                    
千円

うち交付金等対象経費
うち交付金等対象外経費今年度の消費者行政予算うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当
-                       863                    前年度の消費者行政予算平成20年度の消費者行政予算
-                       537                 

326                 
293                 

千円千円千円千円千円千円千円
20年度差 333                 前年度差 -204               千円333                 千円うち交付金等対象外経費



６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について
７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組
８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

相談員総数相談員数相談員数相談員数 人今年度末予定相談員数 1            人 今年度末予定 1            うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 人人今年度末予定 1            

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

前年度における雇止めの有無 無

人
①報酬の向上
消費生活相談員の配置うち委託等の相談員 前年度末 人 今年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容
1            

④その他③就労環境の向上 ○ 研修等参加における参加経費の予算計上②研修参加支援



０．基本データ０．基本データ０．基本データ０．基本データ１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）
市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 交付金等対象経費①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 多種多彩な相談に備え、必要な図書等を購入（交付金） 25 23 図書購入 対象経費28年度本予算 27年度補正予算 基金（交付金相当分）
③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

相談員賃金⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員のレベルアップを図るための研修参加旅費（基金） 58 58 56 50 相談員研修旅費⑧消費生活相談体制整備事業 非常勤相談員の配置（交付金） 400 261 パンフレット等印刷費⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） 消費者被害の未然防止のためのパンフレット等作成　　　（交付金）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業）⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） 539539539539    334334334334    ----    58585858    合計

平成 28 年度都道府県名 奈良県 市町村名 三宅町 自治体コード 293628



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） （既存） なし（強化） 消費者行政六法等の書籍購入②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） （既存）（強化）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） （既存）（強化）
相談員研修参加旅費

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会） （既存）（強化）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） （既存）（強化）
消費者被害の未然防止のためのパンフレット等の作成

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） （既存）（強化）⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） （既存） なし（強化）⑧消費生活相談体制整備事業 （既存） なし（強化） 1年を通じて週１回相談員を設置（Ｈ２２．１２．１から相談員１名を新規採用）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） （既存） なし（強化）⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業） （既存）（強化）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等） （既存）（強化）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業） （既存）（強化）⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） （既存）（強化）⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務 （既存）（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）
４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）人 人時間／年人人 千円５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について

うち交付金等対象の賃料、人件費等 261                    千円うち先駆的事業 千円千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当
うち交付金等対象の賃料、人件費等 261                    千円うち先駆的事業 千円

実施形態 自治体参加型 法人募集型
研修参加・受入要望 参加者数 1        人 実地研修受入人数 人年間研修総日数 4        人日 年間実地研修受入総日数 人日対象人員数（勤務時間、日数等の拡大） 追加的総業務量（総時間）1        235     対象人員数（報酬引上げ）対象人員数計 追加的総費用1        261         

690                    
千円

うち交付金等対象経費
うち交付金等対象外経費今年度の消費者行政予算うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 1,031                 前年度の消費者行政予算平成20年度の消費者行政予算
639                 
392                 
392                 

千円千円千円千円千円千円千円
20年度差 298                 前年度差 -341               千円298                 千円うち交付金等対象外経費



６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について
７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組
８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

相談員総数相談員数相談員数相談員数 人今年度末予定相談員数 人 今年度末予定うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 人人今年度末予定 1            

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

前年度における雇止めの有無 無

人
①報酬の向上
消費生活相談員の配置 1            うち委託等の相談員 前年度末 人 今年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容
1            

④その他③就労環境の向上 ○ 研修参加旅費等の支援②研修参加支援



０．基本データ０．基本データ０．基本データ０．基本データ１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）平成 28 年度都道府県名 奈良県 市町村名 田原本町 自治体コード 293636

合計 1,4191,4191,4191,419    484484484484    ----    53535353    ⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等）
「くらしの豆知識」等の作成192千円、啓発用品の作成141千円⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） 「くらしの豆知識」等の問題解決のための冊子等を作成し、相談員による各地域での講演活動の場等で配布する。【交付金】 345 333 研修会参加交通費⑧消費生活相談体制整備事業 相談員報酬引き上げ分【交付金】 1,001 151 相談員報酬　8,500円→10,010円　　　引き上げ分1,510円×100日⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員のレベルアップのための研修参加支援【基金】 73 53 ⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
対象経費28年度本予算 27年度補正予算 基金（交付金相当分）①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 交付金等対象経費

市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務 （既存）（強化）
⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業） （既存）（強化）⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） （既存）（強化）
⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業） （既存）（強化）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等） （既存）（強化）
⑧消費生活相談体制整備事業 （既存） 週2回の相談室の開催で､勤務時間10:00～16:00まで｡報酬8,500円（強化） 相談業務における斡旋の増加･複雑化など､相談業務の質の変化に対応してもらうために､相談員の報酬引き上げによる待遇改善を図る｡⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） （既存） 相談員により、簡易な啓発資料を題材に各地域での啓発活動を実施。（強化） 「くらしの豆知識」等の問題解決のための冊子等を作成し、相談員による各地域での講演活動の場等で配布する。
⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） （既存）（強化）⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） （既存） 県主催の｢苦情処理事例研究会｣に参加している｡（強化） 相談員に国民生活センター等が実施する研修を受講させ､相談員のレベルアップを図る｡
④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会） （既存）（強化）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） （既存）（強化）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） （既存）（強化）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） （既存）（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） （既存）（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）
４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）人 人時間／年人人 千円５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について

前年度差 -28                 千円882                 千円うち交付金等対象外経費 20年度差 30                   
537                 

千円千円千円千円千円千円千円910                 
541                 852                    1,451                 前年度の消費者行政予算平成20年度の消費者行政予算

千円

うち交付金等対象経費
うち交付金等対象外経費今年度の消費者行政予算うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当
1        151         

1,419                 

対象人員数（勤務時間、日数等の拡大） 追加的総業務量（総時間）対象人員数（報酬引上げ）1        対象人員数計 追加的総費用

人年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日数 人日研修参加・受入要望 参加者数 人 実地研修受入人数実施形態 自治体参加型 法人募集型

うち交付金等対象の賃料、人件費等 150                    千円うち先駆的事業 千円
うち交付金等対象の賃料、人件費等 151                    千円うち先駆的事業 千円千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当



６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について
７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組
８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

Ｈ２３年度より相談員の報酬を引き上げる。@8,500円→@10,010円④その他③就労環境の向上 ○ 相談員が研修会に参加するための交通費を支援する｡②研修参加支援
人

処遇改善の取組 具体的内容
1            

①報酬の向上
消費生活相談員の配置

○
1            うち委託等の相談員 前年度末 人 今年度末予定

前年度における雇止めの有無 無

人

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 今年度末予定 1            人人うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定相談員数 人 今年度末予定 人相談員総数相談員数相談員数相談員数



０．基本データ０．基本データ０．基本データ０．基本データ１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 740740740740    552552552552    ----    10101010    ⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等） パンフレット代⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） 消費者被害防止のための啓発パンフレット作成(交付金) 320 310 旅費⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の配置(交付金) 380 232 賃金⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員レベルアップのための研修会参加(基金) 20 10 ⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） 書籍購入費②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 27年度補正予算 基金（交付金相当分）①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費者行政に関する書籍の購入(交付金) 20 10 
29402 平成 28 年度事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 交付金等対象経費 対象経費28年度本予算

市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式都道府県名 奈良県 市町村名 明日香村 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務 （既存）（強化）
⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業） （既存）（強化）⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） （既存）（強化）
⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業） （既存）（強化）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等） （既存）（強化）
⑧消費生活相談体制整備事業 （既存） なし（強化） 消費者行政一元化に応じた相談対応の充実及び強化を図るため相談員1名を配置⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） （既存） なし（強化） 消費者被害防止のための啓発パンフレット作成
⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） （既存）（強化）⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） （既存） なし（強化） 消費生活相談員レベルアップのための研修会参加
④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会） （既存）（強化）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） （既存）（強化）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） （既存）（強化）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） （既存）（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） （既存） 書籍（予算不足で法改正等に対応できていない）（強化） 書籍(法改正等に対応したものを購入)



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）
４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）人 人時間／年人人 千円５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について

20年度差 178                 千円 前年度差 -18                 千円うち先駆的事業 千円うち交付金等対象外経費 178                 千円うち交付金等対象の賃料、人件費等 232                    千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円今年度の消費者行政予算 740                    千円うち交付金等対象経費 562                 千円うち先駆的事業 千円うち交付金等対象外経費 196                 千円うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円うち交付金等対象経費 504                 千円千円前年度の消費者行政予算 700                    千円
対象人員数計 追加的総費用1        380         平成20年度の消費者行政予算 -                        
対象人員数（勤務時間、日数等の拡大） 追加的総業務量（総時間）1        190     対象人員数（報酬引上げ）

人年間研修総日数 -        人日 年間実地研修受入総日数 -        人日研修参加・受入要望 参加者数 -        人 実地研修受入人数 -        実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について
７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組
８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例前年度における首長表明の有無 有前年度における雇止めの有無 無
③就労環境の向上④その他

処遇改善の取組 具体的内容①報酬の向上②研修参加支援 ○ 消費生活相談員レベルアップのための研修会参加
人うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人人うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            相談員総数 1            人うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



０．基本データ０．基本データ０．基本データ０．基本データ１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）
市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式都道府県名 奈良県 市町村名 上牧町 自治体コード 294241 平成 28 年度事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 交付金等対象経費 対象経費28年度本予算 27年度補正予算 基金（交付金相当分）①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 111 111 ⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 参加時の旅費、負担金⑧消費生活相談体制整備事業 相談員業務の増加による報酬【交付金】 797 378 相談員報酬⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 国民生活センター等への研修参加支援【基金】⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） 悪質犯罪防止等の啓発活動に努める【交付金】多種多様な消費者問題解決に対応するための啓発用パンフレットラック【交付金】 280 280 啓発物品の作成、パンフレットラックの購入⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等）⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） 1,1881,1881,1881,188    658658658658    ----    111111111111    ⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務 合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） （既存）（強化）②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） （既存）（強化）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） （既存）（強化）④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会） （既存）（強化）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） （既存）（強化）⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） （既存）（強化）⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） （既存） 国民生活センター等の研修の参加支援（強化） 多種多様化する相談事案に対し対応するため国民生活センター等の研修参加に積極的に取り組む⑧消費生活相談体制整備事業 （既存） 毎週１回１３時から１６時まで開設している（強化） 相談員勤務日数を２８年度も継続して週２日にし、複雑な事案に関しては相談日以外にも業務を行う⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） （既存） 毎月町の広報誌に消費生活相談の記事を１ページ掲載している。当時パンフレットラックの設置場所がなくスペースの確保ができたことにより、多種多様化する消費者問題に対応するためのパンフレットラックを購入する必要がある。（強化） 町の広報誌に掲載を継続しつつ町のイベント等においても４００枚のチラシを作成し啓発活動を行い消費者教育に努める。来庁する相談者等に多くの事例を見ていただくことができるよう努めたい。⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業） （既存）（強化）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等） （既存）（強化）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業） （既存）（強化）⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） （既存）（強化）⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務 （既存）（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）
４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）人 人時間／年人人 千円５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について

実施形態 自治体参加型 法人募集型
研修参加・受入要望 参加者数 人 実地研修受入人数 人年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日数 人日対象人員数（勤務時間、日数等の拡大） 追加的総業務量（総時間）1        260     対象人員数（報酬引上げ）対象人員数計 追加的総費用1        419         平成20年度の消費者行政予算 457                    千円前年度の消費者行政予算 1,227                 千円うち交付金等対象経費 769                    千円うち交付金等対象の賃料、人件費等 378                    千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円うち先駆的事業 千円うち交付金等対象外経費 458                 千円今年度の消費者行政予算 1,188                 千円うち交付金等対象経費 769                 千円うち交付金等対象の賃料、人件費等 378                    千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円うち先駆的事業 千円うち交付金等対象外経費 419                 千円 20年度差 -38                 千円 前年度差 -39                 千円



６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について
７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組
８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定 相談員総数 1            人うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人処遇改善の取組 具体的内容①報酬の向上②研修参加支援 ○ 相談員の更なるレベルアップを目指し、積極的な研修参加を推奨する
前年度における首長表明の有無 有前年度における雇止めの有無 無
③就労環境の向上④その他



０．基本データ０．基本データ０．基本データ０．基本データ１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 973973973973    95959595    ----    80808080    ⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等）⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） 研修参加に係る旅費および受講料⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の勤労意欲向上のため報酬を継続して増額【交付金】 893 95 人件費⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の育成や実施能力の向上のため【基金】 80 80 ⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 27年度補正予算 基金（交付金相当分）①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
294250 平成 28 年度事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 交付金等対象経費 対象経費28年度本予算

市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式都道府県名 奈良県 市町村名 王寺町 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務 （既存）（強化）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業） （既存）（強化）⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） （既存）（強化）
⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業） （既存）（強化）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等） （既存）（強化）
⑧消費生活相談体制整備事業 （既存） 報酬日額８，４００円（強化） 相談員の報酬額を増額する（平成２７年度と同額の日額９，４００円）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） （既存）（強化）
⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） （既存）（強化）⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） （既存） 消費生活相談員の研修参加支援による毎月の研修（強化） 相談業務の拡充を図るため、県内外研修などへ相談員に参加していただきレベルアップを図る
④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会） （既存）（強化）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） （既存）（強化）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） （既存）（強化）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） （既存）（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） （既存）（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）
４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）人 人時間／年人人 千円５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について

20年度差 -98                 千円 前年度差 -10                 千円うち先駆的事業 千円うち交付金等対象外経費 814                 千円うち交付金等対象の賃料、人件費等 95                     千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円今年度の消費者行政予算 989                    千円うち交付金等対象経費 175                 千円うち先駆的事業 千円うち交付金等対象外経費 824                 千円うち交付金等対象の賃料、人件費等 97                     千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円うち交付金等対象経費 168                 千円千円前年度の消費者行政予算 992                    千円
対象人員数計 追加的総費用1        95          平成20年度の消費者行政予算 912                    
対象人員数（勤務時間、日数等の拡大） 追加的総業務量（総時間）対象人員数（報酬引上げ）1        

人年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日数 人日研修参加・受入要望 参加者数 人 実地研修受入人数実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について
７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組
８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例前年度における首長表明の有無 有前年度における雇止めの有無 無
③就労環境の向上④その他

処遇改善の取組 具体的内容①報酬の向上 ○ 勤勉手当の引き続き増額、日額１，０００円×年間９５回=９５，０００円②研修参加支援 ○ 相談員の県内外への研修参加費用
人うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定 相談員数 1            人人うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数相談員総数 1            人うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1            人 今年度末予定



０．基本データ０．基本データ０．基本データ０．基本データ１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）平成 28 年度都道府県名 奈良県 市町村名 広陵町 自治体コード 294268

合計 487487487487    175175175175    ----    ----    ⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等）
パンフレット印刷代⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） パンフレット等を作成し、啓発及び相談窓口の広報を行う(交付金） 100 100 ⑧消費生活相談体制整備事業 相談員賃金の引き上げ(交付金） 387 75 相談員人件費⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
対象経費28年度本予算 27年度補正予算 基金（交付金相当分）①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 交付金等対象経費

市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務 （既存）（強化）
⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業） （既存）（強化）⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） （既存）（強化）
⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業） （既存）（強化）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等） （既存）（強化）
⑧消費生活相談体制整備事業 （既存） 1,500円／１時間　　週１会窓口開設（強化） 2,000円／１時間　　週１回窓口開設　現在の賃金水準を保持する。⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） （既存） 啓発用回覧板の作成（強化） パンフレット等（悪質商法全般）を作成し、啓発及び相談窓口の広報を行う。
⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） （既存）（強化）⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） （既存）（強化）
④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会） （既存）（強化）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） （既存）（強化）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） （既存）（強化）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） （既存）（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） （既存）（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）
４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）人 人時間／年人人 千円５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について

前年度差 -88                 千円312                 千円うち交付金等対象外経費 20年度差 99                   
175                 

千円千円千円千円千円千円千円400                 
166                 213                 566                 前年度の消費者行政予算平成20年度の消費者行政予算

千円

うち交付金等対象経費
うち交付金等対象外経費今年度の消費者行政予算うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当
1        75          

487                 

対象人員数（勤務時間、日数等の拡大） 追加的総業務量（総時間）対象人員数（報酬引上げ）対象人員数計 追加的総費用

人年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日数 人日研修参加・受入要望 参加者数 人 実地研修受入人数実施形態 自治体参加型 法人募集型

うち交付金等対象の賃料、人件費等 74                   千円うち先駆的事業 千円
うち交付金等対象の賃料、人件費等 75                   千円うち先駆的事業 千円千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当



６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について
７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組
８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

平成２３年度より報酬の向上（５００円／１時間アップ）④その他③就労環境の向上②研修参加支援
人

処遇改善の取組 具体的内容
1            

①報酬の向上
消費生活相談員の配置

○
1            うち委託等の相談員 前年度末 人 今年度末予定

前年度における雇止めの有無 無

人

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 今年度末予定 1            人人うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定相談員数 人 今年度末予定 人相談員総数相談員数相談員数相談員数



０．基本データ０．基本データ０．基本データ０．基本データ１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）
市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 交付金等対象経費①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 書籍等の充実 12 対象経費28年度本予算 27年度補正予算 基金（交付金相当分）
③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

週1回(水曜日）追加分の賃金、通勤手当⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 国民生活センター等への研修【基金】 127 103 220 220 普通旅費・特別旅費等⑧消費生活相談体制整備事業 ・当初週1回であったが週2回へ拡充【交付金】・通勤手当【交付金】 713 445 啓発物品の購入⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） 消費者教育や啓発活動【交付金】⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業）⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） 1,0721,0721,0721,072    665665665665    ----    103103103103    合計

平成 28 年度都道府県名 奈良県 市町村名 河合町 自治体コード 294276



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） （既存）（強化）②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） （既存）（強化）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） （既存）（強化）
国民生活センター等の研修に参加することで相談員のレベルアップを図る。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会） （既存）（強化）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） （既存）（強化）
各年代にあった項目で消費者教育や啓発を行う

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） （既存）（強化）⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） （既存） なし（強化）⑧消費生活相談体制整備事業 （既存） なし（強化） 当初週1回の相談日から週2回へ拡充・通勤手当を追加⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） （既存） なし（強化）⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業） （既存）（強化）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等） （既存）（強化）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業） （既存）（強化）⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） （既存）（強化）⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務 （既存）（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）
４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）人 人時間／年人人 千円５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について

うち交付金等対象の賃料、人件費等 445                    千円うち先駆的事業 千円千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当
うち交付金等対象の賃料、人件費等 429                    千円うち先駆的事業 千円

実施形態 自治体参加型 法人募集型
研修参加・受入要望 参加者数 人 実地研修受入人数 人年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日数 人日対象人員数（勤務時間、日数等の拡大） 追加的総業務量（総時間）1        246     対象人員数（報酬引上げ）1 追加的総費用1        445         

1,072                 
千円

うち交付金等対象経費
うち交付金等対象外経費今年度の消費者行政予算うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当
232                    1,017                 前年度の消費者行政予算平成20年度の消費者行政予算
273                 
744                 
768                 

千円千円千円千円千円千円千円
20年度差 72                   前年度差 31                   千円304                 千円うち交付金等対象外経費



６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について
７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組
８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

相談員総数相談員数相談員数相談員数 人今年度末予定相談員数 人 今年度末予定うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1            人 人人今年度末予定 1            

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

前年度における雇止めの有無 無

人
①報酬の向上
消費生活相談員の配置 1            うち委託等の相談員 前年度末 人 今年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容
1            

④その他③就労環境の向上 ○ 国民生活センター等の研修に参加②研修参加支援



０．基本データ０．基本データ０．基本データ０．基本データ１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計 200200200200    200200200200    ----    ----    ⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等）
啓発資料・パンフレット等購入費⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） 消費者被害防止のための教育、啓発の強化 200 200 ⑧消費生活相談体制整備事業⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 27年度補正予算 基金（交付金相当分）①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

029444 平成 28 年度事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 交付金等対象経費 対象経費28年度本予算
市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式都道府県名 奈良県 市町村名 黒滝村 自治体コード



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務 （既存）（強化）
⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業） （既存）（強化）⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） （既存）（強化）
⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業） （既存）（強化）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等） （既存）（強化）
⑧消費生活相談体制整備事業 （既存）（強化）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） （既存） 消費者被害等防止の為の啓発資料、パンフレットの購入（強化） 消費者の被害を未然に防止するため、パンフレット・チラシを購入し、窓口等に設置、村民集会等での配布、広報誌で全戸折込配布し、消費者教育、啓発の強化を行う。
⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） （既存）（強化）⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） （既存）（強化）
④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会） （既存）（強化）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） （既存）（強化）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） （既存）（強化）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） （既存）（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） （既存）（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）
４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）人 人時間／年人人 千円５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について

20年度差 -4                   千円 前年度差 -36                 千円うち先駆的事業 千円うち交付金等対象外経費 10                   千円うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円今年度の消費者行政予算 210                    千円うち交付金等対象経費 200                 千円うち先駆的事業 千円うち交付金等対象外経費 46                   千円うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円うち交付金等対象経費 190                 千円千円前年度の消費者行政予算 236                    千円
対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 14                     

対象人員数（勤務時間、日数等の拡大） 追加的総業務量（総時間）対象人員数（報酬引上げ）

人年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日数 人日研修参加・受入要望 参加者数 人 実地研修受入人数実施形態 自治体参加型 法人募集型



６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について
７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組
８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例前年度における首長表明の有無 有前年度における雇止めの有無 無
③就労環境の向上④その他

処遇改善の取組 具体的内容①報酬の向上②研修参加支援
人うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人人うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数相談員総数 -            人うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -            人 今年度末予定



０．基本データ０．基本データ０．基本データ０．基本データ１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）平成 28 年度都道府県名 奈良県 市町村名 天川村 自治体コード 029446

合計 160160160160    150150150150    ----    ----    ⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等）
リーフレット作成⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） 消費者行政の広報・周知用リーフレット配布（交付金） 160 150 ⑧消費生活相談体制整備事業⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
対象経費28年度本予算 27年度補正予算 基金（交付金相当分）①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 交付金等対象経費

市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務 （既存）（強化）
⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業） （既存）（強化）⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） （既存）（強化）
⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業） （既存）（強化）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等） （既存）（強化）
⑧消費生活相談体制整備事業 （既存）（強化）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） （既存） なし（強化） 悪徳商法被害にあわないよう、住民１人１人の意識向上を図るために広報並びにリーフレット等の配布を行う。
⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） （既存）（強化）⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） （既存）（強化）
④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会） （既存）（強化）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） （既存）（強化）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） （既存）（強化）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） （既存）（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） （既存）（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）
４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）人 人時間／年人人 千円５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について

前年度差 -7                   千円10                   千円うち交付金等対象外経費 20年度差 -15                 
150                 

千円千円千円千円千円千円千円17                   
143                 25                     160                    前年度の消費者行政予算平成20年度の消費者行政予算

千円

うち交付金等対象経費
うち交付金等対象外経費今年度の消費者行政予算うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 160                    

対象人員数（勤務時間、日数等の拡大） 追加的総業務量（総時間）対象人員数（報酬引上げ）対象人員数計 追加的総費用

人年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日数 人日研修参加・受入要望 参加者数 人 実地研修受入人数実施形態 自治体参加型 法人募集型

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円うち先駆的事業 千円
うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円うち先駆的事業 千円千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当



６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について
７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組
８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例④その他③就労環境の向上②研修参加支援

人
処遇改善の取組 具体的内容

-            
①報酬の向上
消費生活相談員の配置うち委託等の相談員 前年度末 人 今年度末予定

前年度における雇止めの有無 無

人

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 今年度末予定 -            人人うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定相談員数 人 今年度末予定 人相談員総数相談員数相談員数相談員数



０．基本データ０．基本データ０．基本データ０．基本データ１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）平成 28 年度都道府県名 奈良県 市町村名 野迫川村 自治体コード 294471

合計 54545454    54545454    ----    ----    ⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等）
啓発パンフレット作成代⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） 啓発パンフレット配付事業 54 54 ⑧消費生活相談体制整備事業⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
対象経費28年度本予算 27年度補正予算 基金（交付金相当分）①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 交付金等対象経費

市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務 （既存）（強化）
⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業） （既存）（強化）⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） （既存）（強化）
⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業） （既存）（強化）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等） （既存）（強化）
⑧消費生活相談体制整備事業 （既存）（強化）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） （既存） なし（強化） リーフレット配付による啓発
⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） （既存）（強化）⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） （既存）（強化）
④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会） （既存）（強化）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） （既存）（強化）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） （既存）（強化）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） （既存）（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） （既存）（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）
４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）人 人時間／年人人 千円５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について

前年度差 -3                   千円21                   千円うち交付金等対象外経費 20年度差 21                   
54                   

千円千円千円千円千円千円千円24                   
51                   75                     前年度の消費者行政予算平成20年度の消費者行政予算

千円

うち交付金等対象経費
うち交付金等対象外経費今年度の消費者行政予算うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 75                     

対象人員数（勤務時間、日数等の拡大） 追加的総業務量（総時間）対象人員数（報酬引上げ）対象人員数計 追加的総費用

人年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日数 人日研修参加・受入要望 参加者数 人 実地研修受入人数実施形態 自治体参加型 法人募集型

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円うち先駆的事業 千円
うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円うち先駆的事業 千円千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当



６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について
７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組
８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例④その他③就労環境の向上②研修参加支援

人
処遇改善の取組 具体的内容

-            
①報酬の向上
消費生活相談員の配置うち委託等の相談員 前年度末 人 今年度末予定

前年度における雇止めの有無 無

人

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 今年度末予定 -            人人うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定相談員数 人 今年度末予定 人相談員総数相談員数相談員数相談員数



０．基本データ０．基本データ０．基本データ０．基本データ１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）平成 28 年度都道府県名 奈良県 市町村名 十津川村 自治体コード 294497

合計 340340340340    219219219219    ----    ----    ⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等）⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の配置（交付金） 340 219 報償費　219,000円⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

対象経費28年度本予算 27年度補正予算 基金（交付金相当分）①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 交付金等対象経費
市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務 （既存）（強化）
⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業） （既存）（強化）⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） （既存）（強化）
⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業） （既存）（強化）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等） （既存）（強化）
⑧消費生活相談体制整備事業 （既存）（強化）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） （既存）（強化）
⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） （既存）（強化）⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） （既存） なし（強化） 相談員2名を配置する。
④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会） （既存）（強化）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） （既存）（強化）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） （既存）（強化）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） （既存）（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） （既存）（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）
４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）人 人時間／年人人 千円５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について

前年度差 -29                 千円208                 千円うち交付金等対象外経費 20年度差 208                 
219                 

千円千円千円千円千円千円千円237                 
190                 427                    前年度の消費者行政予算平成20年度の消費者行政予算

千円

うち交付金等対象経費
うち交付金等対象外経費今年度の消費者行政予算うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当
2        85          

427                    

対象人員数（勤務時間、日数等の拡大） 追加的総業務量（総時間）2        85      対象人員数（報酬引上げ）対象人員数計 追加的総費用

人年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日数 人日研修参加・受入要望 参加者数 人 実地研修受入人数実施形態 自治体参加型 法人募集型

うち交付金等対象の賃料、人件費等 190                    千円うち先駆的事業 千円
うち交付金等対象の賃料、人件費等 219                    千円うち先駆的事業 千円千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当



６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について
７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組
８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例④その他③就労環境の向上②研修参加支援

人
処遇改善の取組 具体的内容

2            
①報酬の向上
消費生活相談員の配置 2            うち委託等の相談員 前年度末 人 今年度末予定

前年度における雇止めの有無 無

人

前年度における首長表明の有無 無

前年度末 相談員総数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 今年度末予定 2            人人うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2            人 今年度末予定相談員数 人 今年度末予定 人相談員総数相談員数相談員数相談員数



０．基本データ０．基本データ０．基本データ０．基本データ１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）
市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 交付金等対象経費①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 対象経費28年度本予算 27年度補正予算 基金（交付金相当分）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 143 143 ⑧消費生活相談体制整備事業 消費者生活相談窓口用啓発物品（143円×1,000個）⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） 悪徳商法や、悪徳訪問販売の対処法を記載した啓発物品の配布により消費者の安全を確保する（交付金）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業）⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） 143143143143    143143143143    ----    ----    合計

平成 28 年度都道府県名 奈良県 市町村名 東吉野村 自治体コード 294535



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） （既存）（強化）②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） （既存）（強化）③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） （既存）（強化）④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会） （既存）（強化）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） （既存）（強化）
悪徳商法や、悪徳訪問販売の対処法を記載した啓発物品の配布により消費者の安全を確保する

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） （既存）（強化）⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） （既存）（強化）⑧消費生活相談体制整備事業 （既存）（強化）⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消費者の安心・安全を確保するための取組） （既存） 無し（強化）⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業） （既存）（強化）⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事業者指導や法執行等） （既存）（強化）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事業） （既存）（強化）⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先進性・モデル性の高い事業） （既存）（強化）⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務 （既存）（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）
４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）人 人時間／年人人 千円５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について５．消費者行政予算について

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円うち先駆的事業 千円千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当
うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円うち先駆的事業 千円

実施形態 自治体参加型 法人募集型研修参加・受入要望 参加者数 人 実地研修受入人数 人年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日数 人日対象人員数（勤務時間、日数等の拡大） 追加的総業務量（総時間）対象人員数（報酬引上げ）対象人員数計 追加的総費用

175                    
千円

うち交付金等対象経費
うち交付金等対象外経費今年度の消費者行政予算うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当
17                      175                    前年度の消費者行政予算平成20年度の消費者行政予算
32                   

143                 
143                 

千円千円千円千円千円千円千円
20年度差 15                   前年度差 -                     千円32                   千円うち交付金等対象外経費



６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について６．消費生活相談員の配置について
７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組
８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

相談員総数相談員数相談員数相談員数 人今年度末予定相談員数 人 今年度末予定うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 人人今年度末予定 -            

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

前年度における雇止めの有無 無

人
①報酬の向上
消費生活相談員の配置うち委託等の相談員 前年度末 人 今年度末予定 人処遇改善の取組 具体的内容

-            

④その他③就労環境の向上②研修参加支援


